
杉材の表面を焼いて炭化させた板のことです。潮風気候の厳しい竹野地域では、
古くから、潮風に強い焼杉板を使用した家屋が多く立ち並んでいます。

１.防虫・防腐効果・耐久性
焼くことによる炭化作用

◎海の塩分を含んだ風雨や雪に
          対する耐久性に優れている
２.断熱効果

木の細胞内に空気の層を形成して
いることによる

３.調湿効果
湿度が高いときは湿気を吸収して
結露を防ぐ
湿度が低いときは乾燥、収縮して

           通気性を良くする
４.メンテナンスが容易

上塗りや部分的な張替えが可能

５.木、本来の温かさを感じられる

【問合せ先】
豊岡市 竹野振興局 地域振興課
TEL：０７９６－４７－１１１１

焼杉板を

張りませんか？？

①長さ約２ｍの杉板３枚を煙突状に組んで直立させ、地面から炎で焚きつける。
②焼きムラができないように、鎌で火のとおりを調整する。
③焼きあがった板は水にさらして乾かすと完成。
『NPO法人たけのかぞく』では焼杉板を作るイベントを不定期で開催しています。

焼杉板の設置購入に補助あり

詳細は裏面へ

焼杉板の製作過程

メリット

焼杉板とは？？



 

 

2025年度 豊岡市焼杉板景観保全事業について 

１ 目 的 
竹野地域の地域資源である焼杉板の町並みの景観保全及び次世代への継承に係る費用

の一部を補助することにより、竹野地域の住民が地域に対する誇り及び自信を持つこと
並びに竹野地域の賑わいを創出することを目的とする。 
 

２ 対象経費及び補助率について 
⑴ 対象経費 
家屋への焼杉板の設置に要する資材購入費（材料費） 

⑵ 補助率 
対象経費の１/３以内（1,000円未満切り捨て） 
※200,000円を上限とし、20,000円を下限とする。 
 

３ 対象者 
豊岡市竹野町竹野（小字庵蛇、三杉、見蔵岡、入谷、今後東谷、大間、大間殿岳及び青

井を除く。）又は豊岡市竹野町草飼（小字大木野及び釜藤であって、西日本旅客鉄道株式
会社が使用する線路の東側に限る。）に家屋を所有している者又は借用している者。 
※ただし、申請は一の家屋につき１回限りとする。 

 

４ 申請受付期間 
2025年４月 1日（火）から 2025年 12月 31日（水）まで 
（※予算が無くなり次第、終了します。） 
 

５ 申請時の提出書類 
ア 補助金等交付申請書   オ 見積書 
イ 位置図         カ 承諾書（申請者が家屋を借用している場合） 
ウ 立面図         キ その他市長が必要と認める資料 
エ 現場写真 
 

６ 申請手続きの流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※交付決定通知前の事前着工は、補助できませんので、ご注意ください。 

 

７ 問合せ先 
豊岡市竹野振興局地域振興課地域振興係 
〒669-6292 豊岡市竹野町竹野 1585-1 
TEL：0796-47-1111  FAX：0796-47-1850 
メールアドレス：takeno-chiiki@city.toyooka.lg.jp 

 
 
※希望する方は、申請前に一度、竹野振興局地域振興課にお問い合わせください。 
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